
令和３年１２月３０日より下記の通り改定させていただきます

以下に該当する方は選定療養費のお支払いの必要はありません
・外来受診後そのまま入院になった方
・他院からの紹介状（診療情報提供書）をお持ちの方
・生活保護法の医療扶助の対象となっている方
・特定の疾患や障害などで、各種の公費負担を受給されている方
・今回の診療科は初めてだが、当院の別の診療科に通院されて
いる方

作成日：令和3年12月24日

福岡新水巻病院 院長

時間内診察（ 月～土 ８：３０ ― １７：００ ）

時間外診察（ 日・祝 ※年末年始含む 終 日 ）

（
税
込
）

（
税
込
）

変更前 変更後

変更前 変更後

※尚、時間外１７：０１－翌８：２９は現行通り８，８００円となっております。


